
前橋市小規模修繕工事契約希望者登録制度の申請の流れ

１月１日から３月３１日まで

の間で指定した日

（例：２月１日から１５日）

（有効期間の終了）

登録の有効期間

以降繰り返し

※ 定期申請は、２年ごとに新たに申請していただく必要があります。 

随時申請期間（４月１日から）

4月1日

１年目

3月31日1月1日

登録の有効期間
（随時申請は登録を行った日から）

定期申請期間

２年目

定期申請期間随時申請期間

4月1日


